
対象候補事業の募集
  募集期間   7月1日（土）～8月31日（木）
  募集事業   志木市将来ビジョン実行計画（令和5～7年度）に掲載さ
れている事業の中から、判定会で事業の実施方法や方向性などを
議論してほしい事業
  対象（応募できる人）   市内在住・在勤の人
  実行計画の閲覧方法   政策推進課、市内各公共施設、市ホームペー
ジで閲覧できます
▼応募方法など詳しくは、市ホームページをご確認ください。

対象事業

市民

報
告

志木市事業判定会の対象候補事業を募集します
政策推進課　☎048（473）1114

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を
支給します 住民税非課税世帯等臨時特別給付金室　☎048（456）5364

第73回社会を明るくする運動
朝霞地区大会を開催 生活援護課　☎048（473）1427

　市が実施する事業の改善や方向性を決定する際に「市民感覚」を取り入れることを目的に、
事業の効果や必要性などを市民の皆さんが判定する事業判定会を実施します。

　法務省が中心となって推進している「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行を防止し、罪を
犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする運動です。

◀市ホームページ

  とき   7月21日（金）　13時～
  ところ   和光市民文化センターサンアゼリア（和光市広沢1-5）
  内容   第1部：式典
　第2部：スポーツジャーナリストの増

ます
田
だ
明
あけ
美
み
さんによる講演会「自分という人生の長距離ランナー」

　第3部：和光市立大和中学校吹奏楽部によるアトラクション
  定員   1,286人　　  申込み   不要、定員に達し次第、受付終了

  支給額   1世帯につき30,000円
  対象   ①令和5年6月1日時点で志木市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分
の住民税均等割が非課税の世帯
②令和5年1月2日以降に志木市に転入した場合や令和5年6月2日以降に世帯全員の令和5年度分の住民税均等
割が非課税になった世帯
  支給方法  ①支給通知書が届いた世帯：支給通知書に印字されている口座（以前に給付金を支給した口座）へ自動支給
▼新たな口座へ支給を希望する場合や受取を希望しない場合は連絡が必要です。
①確認書が届いた世帯：9月29日（金）（当日消印有効）までに、確認書などを返送
②9月29日（金）（当日消印有効）までに、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、郵送または直接、
住民税非課税世帯等臨時特別給付金室へ
▼申請書は市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所、総合福祉センター、第二福祉センター、高齢者あ
んしん相談センターで配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。
▼支給通知書・確認書は7月中旬以降に送付します。申請書は7月中旬以降に配布します。

▲増田さん
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